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高等学校芸術科書道における「篆刻」の指導と評価について 

 

学芸学部 国文学科 非常勤講師 

美濃 幸男 Yukio MINO 

  
 
要旨：高等学校芸術科書道における篆刻の指導法と評価について論じる。篆刻史や書作品と篆刻（落款）の関係

性をはじめとして篆刻の表現と鑑賞における観点別評価基準を明確にする。さらに、高等学校芸術科教育で行わ

れた調査研究をとおして、効果的な自己評価、相互評価のあり方についても論じる。  

 

キーワード：篆刻指導に必要な基礎的知識の整理、安全指導の観点、用具・用材の工夫と観点別評価、ルーブリック

評価の活用 

 

 

はじめに  

「書道」における篆刻の歴史的背景を知り、正しい

知識をもって篆刻に親しむことは、「書道」のもつ奥深

さや「書作品」の美を理解するうえで非常に重要な要

素となる。そのため、高等学校の篆刻指導の基礎的な

知識や実技における安全指導などは、伝えるべき項目

や注意事項を整理して短時間で確実に伝えることが重

要となる。 

また、篆刻において表現や鑑賞の評価観点を明確に

しておくことは、篆刻を通じて「書」全般にわたる鑑

賞能力を養ううえで不可欠である。さらに、自己評価

や相互評価を活用することは、生徒自らが鑑賞力を向

上させるうえで大きな効果が期待でき、授業への意

欲・関心を高めるものだと考える。本論では学校教育

の視点から文部科学省・学習指導要領の目標や指導事

項についても紹介し「篆刻の指導と評価」について論

じる。 

 

1．学習指導要領における篆刻の取扱いについて  

高等学校学習指導要領解説の「内容の取扱い」にお

いて篆刻は、書道Ⅰでは「篆刻、刻字等を扱うように

配慮する」、書道Ⅱでは「篆刻を扱うもの」とされる。 

前の指導要領（平成 11 年）解説の「内容の取扱い」

では篆刻は書道Ⅰにおいて「生徒の特性等を考慮して、

篆刻等を加えることもできる」とし、書道Ⅱにおいて

「取り扱うもの」とされた。 

今回の改定によって、書道Ⅰに「篆刻、刻字等を扱

うよう配慮するもの」とされ、指導にあたっては「印

の起源」や「印の用途」、「印のきめごと」、「印から篆

刻芸術への発展」などの基礎的知識を正しく理解し、

生徒の興味、関心をひきだす指導法を確立することが

求められる。 

〔1〕 印の起源について 

書道では中国における印の起源から扱うが、古くは

メソポタミヤで所有者などを示すために用いられた円

筒印章が知られている。中国の印章も 7000 年前にメ

ソポタミヤで誕生した 

印章の流れをくむもので、その起源は殷周時代（紀元

前 1200 年頃）とされる。ただ、メソポタミヤの印章

が円筒印であるのに対し、中国では方形印がほとんど

である。 

〔2〕 印の用途について 

 メソポタミヤの初期においては書簡や容器を封じる

ための紐を粘土で封じ、円筒印を押しつけて転がした。 

中国においても公式文書の合法性の証明として主に

用いられ。木簡文書などを封ずるという目的で多く用

いられた。私たち日本の現代社会においても、「封印」

などの語句にその起源を垣間見ることができる。 

さらに、中国では度量衡の合格証明、官員の管理し

ている仕事の証明あるいは実施、陶工・漆工などのサ

イン用、そして、書作品の落款として用いられてきた。

これはメソポタミヤを起源とする西洋の印には見られ

ない用途である。 

〔3〕 印のきめごとについて 

姓名印は白文（押印した場合文字が白くなる）で刻

すことが正式とされる。無論、朱文（押印した場合文

字が朱になる）にしてはいけないということでなはな

いが、姓名印は白文印という概念が定着している。こ

れは、印は粘土に押すもの、という印の起源からくる

と考えるのが一般的である。 

印は粘土などに朱文で刻し銅などで鋳造した。鋳造

されたものは白文印として完成する。これが証明など
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の目的で粘土などに押した場合、朱文のように文字が

浮かび上がるのである。ここで重要なことは、公的な

目的で用いられた印の完成形が白文印であったという

ことである。これに起因し、白文は格式の高い印とし

て用いられ、朱文印は雅号など私的な目的で用いられ

てきたと考えられる。 

  次に印面への文字の入れ方、布字について述べる。

例えば「森 悟」という人の印は下図のようになる。 

 ア）単姓単名の場合 

 

 

 

 

  上の図を見た生徒から予測される質問は、「なぜ森

という姓が右側なのか」というものである。理由は、

漢字が縦書き・右書きする文字として成立したこと

に起因する。 

次に姓名の下に印、之印、章、之章、私印などの文

字を加えてもよい。 

(a)          (b)         (c) 

 

 

 

 

上の図のように(a)～(c)の配列があり (c)を回文とい

い、単姓の場合特に姓名の区別をはっきりさせる目的

で使用する。指導者は、これらのきまりごとを示した

うえで印稿作成に取り組ませるべきである。 

また、「姓名私印」とする場合は、必ず姓と名の双方

を備えていることが必要となる。従って「森悟私印」

が正しく、「森私印」は姓のみなので正しくないという

きめごとについても認識しておくべきである。 

では次に、単姓双名、復姓単名、復姓双名の例を示

す。 

 イ） 単姓双名の場合（「森 悟一」の印） 

 

 

 

 

  上図のように「森」という姓を右側、「悟一」とい

う姓を左側に布字する。または、「印」を姓名の下に

つけ回文とするとおさまりがよくなる。 

ここで注意しておくことは、右側に「森悟」、左側に

は「一」のみを布字するように、「悟一」という名を分

けて左側に「一」のみを配すことは避けることである。 

 ウ）復姓単名の場合（「森井 悟」の印） 

 

 

 

 

右側に「森井」という姓、左側に「悟」とう名を布

字するが、「印」をつける場合は「悟」という名の下

につける。この場合、間違っても右側に「森」左側に

「井 悟」と姓を分割して配してはならない。 

 エ）複姓双名の場合（「森井 悟一」の印） 

      (a)          (b)         (c) 

  

 

 

 

この場合も右側に姓の「森井」、左側に名の「悟一」

と布置する。また、「印」を加える場合は(b)、(c)の

ようになる。 

 オ）名の印（「悟一」の印） 

     (a)          (b)         (c) 

 

 

 

 

名を横並び、あるいは縦並びに布置してよいが、(a)

の場合、文字を並べる順は右側からとなる。また、名

の下に「印」や「之印」などと布置してもよい。 

 カ）用いる書体について 

篆刻には文字どおり篆書体を用いる場合が多いが、

楷書体、行書体、草書体、隷書体、平仮名、片仮名、

アルファベットなどを用いてもよい。この場合、書体

を混用してはならない。とりわけ篆書体は注意が必要

になる。篆書体には小篆、印篆、金文などがあり、小

篆を用いるならば全て小篆、印篆なら全て印篆で統一

し、決してこれらを混用してはならない。理由はそれ

ぞれの書体が成立した年代が違い、文字の形状にもは

っきりした違いがあるからだ。例えば小篆と金文を混

用すれば、明朝体と行書体で印を作ったようなことに

なる。篆書体は日常なじみのない書体であり、字典な

どを参考に作成させる必要がある。 

〔4〕 印から篆刻芸術への発展について 

中国において印章が殷周時代に誕生したと考えら

れる根拠として、殷墟の発掘で出土した陶片（印章が

捺された陶器の破片）の発見がある。紙の発明普及以

前の印章は、世界的に捺印の対象は粘土が主であった。 
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秦時代になり、始皇帝の中国統一により諸制度とと

もに文字の統一も行われ、小篆が作られた。 

漢時代になり、文字は印篆（縦長の小篆を正方形に

変形させた印章用の篆書）が用いられ、秦の印制を継

承発展させた古治璽印は最盛期を迎え、これが後の中

国印章制度の基礎になっている。 

その後、晋時代に紙が普及すると印章使用の対象は、

粘土（封泥）から紙へと移行し始める。隋・唐時代は

紙の普及に加え、北斉・北周時代の朱文小篆及び大型

化した印形を引き継ぎ印制は激変した。この時代まで

封泥に押印するため佩携（腰紐に吊るす）していた印

章は、一寸（2.4㎝）四方の陰刻（白文）印で、材質・

鈕式・綬色で区別する官吏印であった。しかし、紙に

押印する印章は、いずれも銅製で鈕は握りやすい単純

な形状で、印面の辺縁は狭いが5～6㎝四方の巨大な陽

刻（朱文）印で、佩携せず階級区分もない官職印へと

移行した。 

宋時代以降は唐時代の印制を踏襲するが、印文は綿

密で辺縁は太くなり、荘重で威厳のあるものへと変化

する。一方、私印では宮廷の収蔵印記に始まり、商業

の繁栄に伴う契約書、文人の書画、書簡へと使用の範

囲は広がり、姓名、雅号、別号、斎室堂号、封緘、成

語、吉語、花押印等の使用で著しく展開する。 

印章が芸術的な萌芽をみせるのは宋時代金石学の

勃興期で、私印は次第に芸術性を追求するようになる。

明時代中葉の16世紀頃より石材による印章が盛んに

なり、篆刻創作に用いられるようになった。 

清時代になり、「西令四家」が漢印復古を提唱し、

近代篆刻の太宗と称される鄧完白、呉昌碩による古字

璽秦漢印の研究は明治になって日本の篆刻界へも大

きな影響を与えた。 

指導者にあってはこの流れを正しく理解して指導

しなければならない。また、前項で述べた「印のきめ

ごと」は、漢時代に基礎がつくられた印制の流れを汲

んで発展してきたものである。 

 

2．安全指導の観点  

  高等学校学習指導要領解説に「用具・用材の特徴

を理解し、適切に扱うこと」とあり、指導者として

は篆刻に用いる印材や印刀などの特性をよく理解

し、安全面にも十分配慮したうえで用具を扱わせる

ことが求められる。  

〔1〕 印材について  

印材には、価格や材質面から中国産の青田石や寿山

石を用いることが多い。ただ、入荷時期や産地などの

違いによって材質が安定していないこともある。石質

が硬すぎて扱いにくい場合もあることに気をつけて

おくべきである。また、作業が比較的スムーズに行え

るという利点から、消しゴムや粘土などを用いること

もある。篆刻作品としての出来栄えは石材が勝るが、

年間指導計画における印の使用目的、授業時間数、予

算などを勘案したうえで決めることになろう。  

〔2〕 印刀について  

  印刀にはよく切れることが求められ、使用前に切

れ具合を確認しておくべきである。刃先が摩耗等に

よって劣化している場合は、研いでよく切れるよう

にしておかなければならない。切れない印刀に無理

な力を加えた結果が怪我の原因になる場合が多く、

印刀の状態をよく管理することも指導者にとって

重要となる。さらに、印刀の保管にあっては常に細

心の注意を怠ってはならない。  

〔3〕 執刀について  

授業では握刀法と執刀法について指導するが、いず

れの場合も一度に力を入れ過ぎず印刀を引く、または

押すことを注意し、印刀の正しい握り方や慎重な作業

が求められることを十分に理解させてから作業させ

る。  

次に、消しゴム印はカッターナイフを使って彫るが、

なぞるように力を軽く入れながらゆっくり彫っていく。

曲線はカッターナイフを動かすのではなく、消しゴム

をゆっくり動かした方がうまくいく。角の彫り方は一

度カッターナイフを抜き取り、再び角度を変えてカッ

ターナイフを入れ直すとよい。いずれの場合も刃を入

れる角度は45°程度がよい。 

〔4〕その他  

細心の注意を払っても生徒が怪我をすることはあ

る。印床が使用できれば怪我の予防にも効果的である。

備品として印床がない、または使わせない場合は、印

材を持つ手の指にガーゼ付き絆創膏などを貼らせる、

軍手などを着用させることにも効果的がある。そして、

作業机に不要なものを置かせないように注意する。  

 

3．用具用材の工夫と観点別評価について  

授業を少しでも効率よく進めるために、用具用材を工

夫し、授業の目的に沿ったものを使用することが大切で

ある。用具の使用法についても研究を怠らず、適切な指

導をめざすべきである。また、生徒が単元の目標を理解

するために、評価の観点や基準を明確に示すことは効果

的で、客観性のある評価、生徒の成長につながる評価を

活用すべきである。 
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〔1〕用具用材の工夫について 

前項でも述べたが、篆刻を授業で行う場合、印材と

して石材とともに消しゴムや粘土なども用いられて

いる。篆刻作品としての出来栄えは石材が優れている

が、授業時数や学校に備えられている用具・予算を考

慮した場合、消しゴムや粘土、石膏などを使用するこ

とにも利点はある。  

 指導計画を作るうえで参考となるよう、それぞれの

利点と欠点をあげる。押印を必要とする作品に合わせ

た印材や印刀を選ぶとよい。  

〔印材について〕  

石材 

〔利点〕 篆刻の用材として最適。作品とし

ての出来栄えがよく長く保存、使用でき

る。 

 

〔欠点〕 材質によっては硬くて彫りにく

い。割れることもあり丁寧な扱いと時間を

要す。 

消し 

ゴム 

〔利点〕 入手しやすく短時間で制作でき

る。大きさという点においても融通性があ

る。 

 

〔欠点〕 作品としての出来栄えが劣る。簡

単に作れる半面、篆刻を本格的に学ぶには

不向き。 

粘土 

〔利点〕 彫りやすく出来栄えにおいても味

わいを出しやすい。大きさの点でも融通性

がある。 

 

〔欠点〕 焼成を要すため釜などの備品が必

要になる。割れやすく取り扱いに注意を要

す。 

〔印刀について〕  

印刀 

〔利点〕 石材や粘土に用いる。握りやすく

緻密な作業に適し、刃こぼれも少ない。 

〔欠点〕 比較的に高額なものが多い。使用

後の手入れに経験がいる。 

カッ

ター

ナイ

フ 

〔利点〕 消しゴムに用いる。入手しやすく

緻密な作業にも適している。 

〔欠点〕 石材には不向き。曲線的部分では

印材を動かすといったコツがいる。 

彫刻

刀 

〔利点〕 粘土や消しゴムに用いる。入手し

やすく扱いやすい。 

〔欠点〕 木材用に作られており、硬いもの

を彫ると歯がこぼれやすく、手入れにも経

験がいる。 

 

そして、印稿を印面に書かせる場合、マジック転写

法（「超かんたん篆刻」に紹介）を試してみることも

有用である。コピーした印稿を印面に貼りつけ黄色の

マジックインキを塗って擦れば、印面に正確に印稿を

写しとれるという方法であり、細部まで転写できると

いう利点がある。  

〔2〕観点別評価について  

  はじめに高等学校芸術科書道における評価の観

点及びその趣旨を記載し、篆刻の授業における単元

の評価基準、学習活動における具体の評価基準を設

定してみる。  

 ア）書への関心・意欲・態度  

  書の創造的活動の喜びを味わい、書の伝統と文化

に関心をもって、主体的に表現や鑑賞の創造的活動

に取り組もうとする。  

 イ）書表現の構想と工夫  

書表現の諸要素を感受し、感性を働かせながら、自

らの意図に基づいて構想し、表現を工夫している。  

 ウ）創造的な書表現の技能  

創造的な書表現をするために、書の効果的な表現の

技能を身に付け表している。  

 エ）鑑賞の能力  

文字や書の伝統と文化について幅広く理解し、その

価値を考え、書のよさや美しさを創造的に味わってい

る。  

〔評価基準〕  

 単元の評価基準 

書への関

心・欲・態

度 

〔表現〕 

篆刻の伝統と文化に関心をもって、印の

表現や鑑賞の創造的活動に主体的に取り

組もうとしている。 

〔鑑賞〕 

 

篆刻の伝統と文化について関心をもち、

篆刻の良さや美しさを感じ取り、主体的

に鑑賞の創造的活動に取り組もうとして

いる。 

書表現の

構想と工

夫 

篆刻の良さや美しさを感じ取り、感性を

働かせながら、自らの意図に基づいて構

想し、表現を工夫している。 
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創造的な

書表現の

技能 

創造的な表現をするために、刻印の基礎

的な能力を生かし、効果的な表現の技能

を身に付け表している。 

 

鑑賞能力 

日常生活の印の効用や篆刻の伝統と文化

について幅広く理解し、その価値を考え、

篆刻のよさや美しさを創造的に味わって

いる。 

 〔学習活動における〕  

 学習活動における具体の評価基準 

書への関

心・欲・態

度 

〔表現・関心１〕 

篆刻の美とその技法に関心をもち、表現

技法を高めようとしている。 

〔鑑賞・関心１〕 

日常生活の印と篆刻の伝統と文化につい

て関心をもち、そのよさや美しさを感じ

取ろうとしている。 

書表現の

構想と工

夫 

〔構想１〕 

篆刻の美とその技法を学び、統一感をも

った表現を工夫している。 

 

創造的な

書表現の

技能 

〔技能１〕 

篆刻の用具・用材の扱い方と手順を理解

し、全体の構成を考えた創造的な表現の

技能を身に付け表している。 

 

鑑賞能力 

〔鑑賞１〕 

篆刻の伝統と文化について幅広く理解し

ている。 

〔鑑賞２〕 

鑑賞と表現は相互に関連していることを

理解し、篆刻のよさや美しさを感じ取っ

ている。 

この表に示した評価基準は、篆刻に関する知識・手順

の説  

明ともに、生徒にはあらかじめ示して理解させておく。 

評価基準を設定して生徒に示しておけば、生徒の作

品や授業への取り組み方をより客観的に評価できる

という利点になる。また、自己評価や相互評価を行わ

せれば、生徒にとって授業に対する振りかえりになり、

次時に気をつけることを的確に把握できることにな

るばかりか、授業における学びを強く印象づけること

になる。  

 

4．ルーブリック評価の活用について  

 平成25年10月から28年度の３年間、大阪府教育センタ

ーにおける特別研究「多様な学習成果の評価手法に関す

る研究」に研究校の校長として関わった経験をもとに論

じていく。 

  研究主題は「評価が難しい多面的な資質・能力に

ついて複数の高等学校等と連携を図りながら、その評

価手法及び評価指標を構築する」であり、私は大阪府

立港南造形高等学校長として、学校設定科目「スペー

スデザイン」における探求力の育成に携わった。  

以下、大阪府立港南造形高等学校における学校設定

科目「スペースデザイン」の概要を記載するが、一部

を本論に沿って改めている。  

 

学校設定科目「スペースデザイン」  

〔1〕研究の目的  

造形という活動には解決すべき様々な項目・要素が

含まれており、その途上で夥しい判断を行うことが求

められる。専門科目では一つの題材に長期にわたって

取り組むことになるが、それらの要素が未分化で漠然

としたままでは生徒の学習契機には障がいとなりか

ねず、勢い造形芸術は学習によらず「才能」に左右さ

れると誤解されがちになる。  

 そこで強化科目の学習を有効に機能させるために、

ルーブリックを用いたパフォーマンス評価、観点別学

習状況評価等の手法を導入し、生徒に求められる様々

な項目・要素を分化、整理、明確化して生徒の実践の

中でフィードバックし、生徒が学習成果を自覚的に捉

えられるようにする。  

〔2〕研究の概要  

生徒が独自の探求や他の生徒との協議を経て、自ら

目標を設定し、内容を考え、制作計画全体を立案し実

行する。その過程で、学習へのモチベーションの維

持・向上に資するべく、自己評価、相互評価、またパ

フォーマンス評価を取り入れる。  

〔3〕研究の実際  

 科目の学習により身に付けたい力  

言
語
表
現
力 

構想・制作段階の協働、プレゼンテーション、

また、プロセスの振り返りや事後総括、また

相互評価・事故評価の機会に、 

・口述において対話・傾聴ができている。 

・記述において適切に言語が運用できている。 

・構想・機能・造形を言語表現でもって訴求

できている。 
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計
画
性 

企
画
力 

1. 資料収集、フィールドワーク等、題材の目標

を理解するための主体的な思考・行動ができ

ている。 

2. 独自に、また講座の他の生徒との協働により、

デザインとしての機能と造形を構想できてい

る。 

3. 1・2 に従いエスキース（完成ヴィジョンを可

視化したもの）が確定できている。 

4. 3 に従い完成ヴィジョンを実現するためのプ

ロセスを計画し資料の精選・材料の収集等、

準備が行えている。（知識・収集・整理＝ポー

トフォリオ） 

5. 4 を元に制作できている。 

＊
構
想
力 

1. 題材の目標の理解に基づき独自に、また他者

との意見交換を元に、構想が行えている。 

2. 社会の幸福に資するデザインとして成立して

いる。 

3. 機能的側面を構想できている。 

（＊他者に訴えるための構想力）  

〔4〕研究で行った評価  

  研究調査で実際に行った「評価について」を記

載する。  

  ア）昨年度の総括  

   昨年度はあらかじめ生徒に評価の観点を示し

たが、観点が多かったため授業を進めながら整理し

ていくこととなった。また、作業の進行とともに評

価の観点が変化していくことに鑑み、評価の観点を

焦点化する必要があった。  

 イ）今年度のルーブリック  

今年度は昨年度の総括をふまえ、生徒に示したスケ

ジュールと指標に評価の観点と、その観点で評価する

場面を示した。なお、前述のとおり作品の完成度と関

係が深い「生徒自身が実習計画を立てて取り組みマネ

ジメントする」部分は「計画性」という観点で評価す

ることとした。また、実際に使用したルーブリックは

資料１のとおりだが、評価基準は生徒に示していない。 

（＊  資料１は論末に記載）  

 ウ）成果  

平成28年1月12日、13日にアンケートを実施した。

結果をみると、「スケジュールと指標」を示すことに

よってわかりやすくなったのは「毎回の授業で作業す

べきこと」を示すことによってわかりやすくなったの

は「毎回の授業で作業すべきこと」より「評価のめや

す」であったことがわかる。また、「5.評価のめやす

どおりにこなせているか」に対して否定的な回答がみ

られる。否定的な回答をした生徒は、熱心で仕事が丁

寧な生徒であり、本事例の「計画性」の部分への生徒

のコミットのしかた、デザインの世界独特の「100％

のものを作ろうとして期限に遅れるより50％のもの

でもよいので期限に間に合わすべし」という考え方を

ベースにした生徒への要求内容と生徒の意義との間

に齟齬があったと思われる。つまり生徒は「スケジュ

ールと指標」により「評価のめやす」はわかったが、

それをふまえて「実際にどう作業すべきか」に結びつ

けることが実際として掴みにくかったということで

あろう。  

では、実際に行ったアンケート結果を記載する。  

１．コンセプトの考案について  

ブレインストーミングによって  

 ⅰ .考えやすくなった            １６  

 ⅱ .どちらでもない・影響はない        ８  

 ⅲ .考えにくくなった             ０  

２．コンセプト・造形について 口頭プレゼンテーショ

ンを行う、また聴くことによって自分の考えるべき

ことが、また他者の考えていることが  

 ⅰ .より解りやすくなった          １８  

 ⅱ .どちらでもない・影響はない        ６  

 ⅲ .解りにくくなった             ０  

３．毎回の授業で作業すべきことについて  

「スケジュールと指標」によって  

 ⅰ .解りやすくなった            １５  

 ⅱ .どちらでもない・影響はない        ８  

 ⅲ .解りにくくなった             １  

４．評価のめやすについて  

「スケジュールと指標」によって  

 ⅰ .解りやすくなった            １９  

 ⅱ .どちらでもない・影響はない        ５  

 ⅲ .解りにくくなった             ０  

５．評価のめやすどおりにこなせているか  

 ⅰ .こなせている              １１  

 ⅱ .どちらでもない・影響はない        ９  

 ⅲ .こなせていない              ４  

６．今までのプロセスについて  

自主的・能動的に取組めていますか  

 ⅰ .取組めている              １４  

 ⅱどちらでもない             １０  

 ⅲ .取組めていない              ０  

７．今後のプロセスについ  

 ⅰ .理解できている            １２  
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 ⅱ .どちらでもない・影響はない      １２  

 ⅱ .理解できない              ０  

以上の実践報告から、ルーブリック評価を用いたこ

とで、「授業内容」や「評価のめやす」が解りやすく

なったことは明らかである。では、高等学校書道の篆

刻の授業においてルーブリック評価を行うための計

画案を示す。  

最初に生徒が自己評価・相互評価に利用するワーク

シートを作成した。ワークシートは、印の構想や作業

ごとの意見交換、完成作品を掲示したプレゼンテーシ

ョンを4～6名のグループごとで行う、という設定にし

た。  

指導者（教員）と制作者（生徒）の関係にとどめず、

生徒間で篆刻への理解度・構想や作業手順・作業状況

を共有させることには十分な効果が木見込める。生徒

にとって授業への取り組み方によい刺激となり、篆刻

に対する興味・関心が増幅されることも期待される。

また、自分の構想したことや印に対する思いを伝え、

聞くことにより、篆刻に対する理解が深まり印象に残

る授業となるのではなかろうか。教員が適切な場面で

ワークシートを用いさせ、意見交換やプレゼンテーシ

ョンを工夫することである。  

〔篆刻に用いるワークシート〕  

項目 観点 評価 

構想性 

A：印の「きめごと」や書作

品に使うための構想が

できている 

B ：姓名印としての使用を考

慮したものになってい

る 

C：印の「きめごと」を守ろ

うとしていることは分

かる 

D：印のきめごとを理解して

いない。 

 

印稿 

A 字体が正しく、印面に文

字が美しく書かれてい

る 

B 字体は正しいが印面に対

し文字を大きく、または

小さくすべき 

C 使用した字体に一部まち

がいがあるが丁寧に書

かれている 

 

D：字が正しくなく、布置も

正確にできていない 

印の彫り

方・印影 

A：印影が鮮明でデザインと

して美しく、作品によく

調和している 

B：印影は鮮明で美しいが、

対象作品に調和してい

ると思えない 

C：印影に鮮明さを欠くが、

作品には使用できる 

D：彫りが浅く印影が粗雑に

見え、作品にも効果的で

はない 

 

プレゼン

テーショ

ン 

A：篆刻をよく理解し制作意

図もよく伝わり、声も大

きかった 

B：篆刻についても理解して

いると思うが、話し方に

工夫がいる 

C：ほぼ理解できる説明だが、

準備不足が感じられた 

D：声も小さく解りづらい。

とても説明できている

とは思えない。 

 

総合評価 

コメント 

コメント 評価 

評価観点は、関心、構想、表現、鑑賞の4観点を基

準とした。ワークシートの項目に添って、記述された

観点を基準にして生徒に評価させる。評価は項目ごと

にＡ～Ｄの４段階で行わせる。最後に総合評価にもＡ

～Ｄの４段階で記入させ、必ずコメントを書かせる。 

グループごとにプレゼンテーションさせ、相互評価

させる。グループ人数分の評価欄を作成して用いるが、

このシートの観点は自己評価としても用いることが

できる。なお、プレゼンテーションと相互評価は印稿

完成時と作品完成時に２回実施することが望ましい。 

印稿完成時  

「構想性」、「印稿」の項目で発表

させ、「プレゼンテーション」の項

目についても評価させる。  

作品完成時  

「印の彫り方・印影」の発表をさせ、

「プレゼンテーション」の項目につ

いても２回目の評価をさせる。  

コメントを書くことは自己の振り返りであるとと
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もに正しい観点で鑑賞する能力の育成につながりに

なる。生徒間の相互評価は、正しく導けば、自分に不

足していることへの気づきと次への目標を持たせる

ことになる。つまり、生徒の段階的な成長を促す効果

が見込まれるのである。  

評価手法の改善は、よりよい作品作り・確実な授業

理解に役立てるという目的で行うものである。評価す

ること、させることは大きな要素だが、自分に対する

気づき、次への指針に役立てさせることこそを本来の

目的としているものではないだろうか。  

 

おわりに  

篆刻指導に必要な基礎的知識の整理、安全指導の観点

の明確化、用具・用材の工夫と観点別評価の明確化、加

えて、ルーブリック評価の活用は、指導者にとって一つ

の指針となろう。論じてきた項目に添った指導計画の立

案方法は、篆刻のみならず漢字の書や仮名の書、漢字仮

名交じりの書などの表現指導、鑑賞指導にも役立つもの

である。 

印は日常生活において身近なものだが、その誕生から

篆刻芸術への発展の経緯などはあまり知られていない。

篆刻は、書という悠久の歴史をほこる芸術・文化の一分

野に過ぎないが、篆刻の授業をとおして書という深遠な

芸術の魅力に気づかせていきたい。そのために指導者は、

基礎から学ぶ姿勢と安全な指導方法の再確認、生徒の成

長につなげる評価手法の改善に本論を役立ててもらいた

い。私はプレゼンテーションと相互評価とりいれたアク

ティブラーニングに、その大きな可能性があると信じて

いる。 

 

参考文献 

1.高等学校学習指導要領（H.21）文部科学省  

2.高等学校学習指導要領解説（H.21）文部科学省 

3. 評価基準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考

資料 

（H.24）国立教育政策研究所教育課程センター 

4. 高等学校における多様な学習成果の評価手法に関す

る調査研究研究成果報告書（H.27）大阪府教育センター 

5.真鍋井蛙「超かんたん篆刻」（H.9）芸術新聞社 

6.全国大学書道学会「書の古典と理論」（H.25） 光村図

書出版 

7.王北岳「篆刻芸術」（H.3） 同朋舎 

8.角井博「決定版 中国書道史」（H.21） 芸術新聞社 
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資料１ 

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

内容コンセプト構想 

1.資料収集 

・資料を収集、整理

して「セミナーハウ

ス」構想に活用しよ

うとしている 

・資料を収集してい

る 

・資料を収集してい

るが不十分 

・資料を収集してい

ない 

2.基本的機能＝「何をす

るスペースか」や、社会

とのかかわり等デザイン

コンセプト＝「それがど

のようなメリットを生み

だすのか」をもとにした

作品のテーマの構想 

・機能＝「何をする

スペースか」が考え

られていて、なおか

つ独自または斬新

な提案がある 

・そのスペースでで

きることが実現す

るように考えられ

ていている 

・そのスペースでで

きることが実現す

るには問題がある、

またはセミナーハ

ウス 

の目的にそぐわな

いが考えてはいる 

・何をするスペース

なのかがわからな

い、またはスペース

として使うには非

現実的、課題に応え

ていない、などコン

セプトを考えてい

るとは思えない 

造形構想 

1.〈造形必要条件〉 

敷地・壁・天井、間取り・

導線・採光・換気などス

ペースを作るものの条件 

・スペースを作るも

のを成立させつつ、

独自で特徴的な構

想が行えている 

・スペースを作るも

のが成立している

ように考えられて

いている 

・条件を考えている

が、人が使うスペー

スとしては問題点

や不足がある 

・条件を考えている

とは認められない 

2.〈造形十分条件〉 

素材、比例・均衡・動勢、

等、美的側面 

・美的側面を意識し

つつ、独自で特徴的

な構造ができてい

る 

・美的側面を意識で

きている。 

・美的側面に関して

は問題点や不足が

ある 

・美的側面を意識し

ていない 

造形制作 

中間プレゼン時 

エキ―ス、図版 

最終プレゼン時 

模型、プレゼンボード 

・構想内容がひとに

伝わり、強く印象付

けられるように作

品の制作が行えて

いる 

・構想内容を適切に

作品に表している 

・作品を制作してい

るが不備不足が目

立つ。作品からは構

想内容が伝わらな

い。 

・造形制作をしてい

ない 

計画性 
計画(毎回のプロセス)

の、理解と実践 

・やるべきことを理

解して、その回の授

業の進行目標を上

回って進めている 

・やるべきことを理

解して、その回の授

業の進行目標通り

に進めている 

・授業の時には進行

目標に間に合わな

かったが、自主的に

次回までに追いつ

いて 

いる 

・授業の時に進行目

標に間に合わって

おらず、次回までに

も追いついていな

い 

プレゼンテーション 

Ⅰ－言語活動 

1.言葉の使い方 

・言葉を使うとき

（口頭や記述）、言

葉の意味や文のつ

ながりが的確で、ひ

とを説得できてい

る 

・言葉が正しく使え

ている 

・言葉の使い方や文

のつながりに不備

不足が目立つが伝

わっている 

・言葉の使い方や文

のつながりに不備

不足が目立つ。ゆえ

に伝わるのが困難 

2.話し合いや発表、その

場の目的をふまえて聴く

こと、発言すること、ま

た場を進行させること 

・ひとの発言をよく

聴き、自分からよく

発言できる。また話

の場をよりよい方

向へリードできる 

・ひとの発言をよく

聴き、自分からよく

発言できる。また話

の場のよりよい方

向への進行に協力

できる 

・話の場に参加し進

行を妨げないまで

も積極的には発言

しない 

・ひとの話を聴けな

い。発言しない。話

の場の進行を妨げ

る言動がある。「寝

る」等、参加しない 

プレゼンテーション 

Ⅰ－言語活動 

プレゼンテーション 

Ⅱ－ヴィジュアル・ 

プレゼンテーション 

造形作品で伝える、とい

うこと 

・作品をうまく使っ

てひとを説得でき

ている 

・作品を提示してひ

とに考えを伝えら

れている 

・考えを伝える時

に、作品を使うのに

は不備不足がある 

・考えを伝える時

に、作品を使ってい

ない、あるいは作品

がない 
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